
（
佐
賀
県
防
災
会
議
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条

佐
賀
県
防
災
会
議
条
例
（
昭
和
三
十
七
年
佐
賀
県
条
例
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
か
ら
第
四
号
ま
で
」
を
「
か
ら
第
五
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
第

一
号
中
「
市
町
長
」
を
「
法
第
十
五
条
第
五
項
第
六
号
の
市
町
長
」
に
改
め
、
同
項
第
二

号
中
「
十
八
人
」
を
「
二
十
六
人
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

法
第
十
五
条
第
五
項
第
八
号
の
自
主
防
災
組
織
を
構
成
す
る
者
又
は
学
識
経
験
の

あ
る
者
の
う
ち
か
ら
任
命
さ
れ
る
委
員

十
五
人

（
佐
賀
県
災
害
対
策
本
部
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条

佐
賀
県
災
害
対
策
本
部
条
例
（
昭
和
三
十
七
年
佐
賀
県
条
例
第
四
十
八
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
二
十
三
条
第
七
項
」
を
「
第
二
十
三
条
第
八
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

佐
賀
県
防
災
会
議
条
例
及
び
佐
賀
県
災
害
対
策
本
部
条
例
の
一
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改
正
す
る
条
例
を
こ
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一
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を
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（
目
的
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和

三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
第
二
十
三
条

第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
佐
賀
県
災
害
対
策
本
部

に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

第
二
条
（
佐
賀
県
災
害
対
策
本
部
条
例
の
一
部
改
正
）
に
係
る
新
旧
対
照
表

（
委
員
）

第
二
条

法
第
十
五
条
第
五
項
第
一
号
か
ら
第
五
号

ま
で
に
掲
げ
る
者
を
除
く
ほ
か
、
知
事
が
任
命
す

る
委
員
の
定
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

法
第
十
五
条
第
五
項
第
六
号
の
市
町
長
及
び

消
防
機
関
の
長
の
う
ち
か
ら
任
命
さ
れ
る
委
員

四
人

二

法
第
十
五
条
第
五
項
第
七
号
の
指
定
公
共
機

関
又
は
指
定
地
方
公
共
機
関
の
役
員
又
は
職
員

の
う
ち
か
ら
任
命
さ
れ
る
委
員

二
十
六
人

三

法
第
十
五
条
第
五
項
第
八
号
の
自
主
防
災
組

織
を
構
成
す
る
者
又
は
学
識
経
験
の
あ
る
者
の

う
ち
か
ら
任
命
さ
れ
る
委
員

十
五
人

２

略

改

正

後

参
考
資
料

第
一
条
（
佐
賀
県
防
災
会
議
条
例
の
一
部
改
正
）
に
係
る
新
旧
対
照
表

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和

三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
第
二
十
三
条

第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
佐
賀
県
災
害
対
策
本
部

に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

（
委
員
）

第
二
条

法
第
十
五
条
第
五
項
第
一
号
か
ら
第
四
号

ま
で
に
掲
げ
る
者
を
除
く
ほ
か
、
知
事
が
任
命
す

る
委
員
の
定
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

市
町
長
及
び
消
防
機
関
の
長
の
う
ち
か
ら
任

命
さ
れ
る
委
員

四
人

二

法
第
十
五
条
第
五
項
第
七
号
の
指
定
公
共
機

関
又
は
指
定
地
方
公
共
機
関
の
役
員
又
は
職
員

の
う
ち
か
ら
任
命
さ
れ
る
委
員

十
八
人

２

略

改

正

前

改

正

後

改

正

前
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